
審 議 記 録 

 

審議会等の名称 令和 4年度 第 2 回富士市水道事業及び公共下水道事業経営審議会 

庶務を担当する部課等 上下水道部 上下水道経営課 担当 宇佐美 内線番号（ 5401 ） 

会議の開催の日時 令和 4年 6月 20 日（木）午後 1時 30 分から午後 2時 45 分 

会議の開催の場所 富士市消防防災庁舎 3 階 研修室 

 

出席者（職・氏名） 

 

会長 小滝勝昭、副会長 東惠子、遠藤誠作、和泉清明、加藤雅士、  

鈴木俊光、服部鷹彦、渡邉啓視、吉村てるゑ、田中富子、濱田江理、 

高橋保夫、田中由里子、深澤貴宣 

議題 

Ⅰ 第１回経営審議会の質疑の回答について 

Ⅱ 下水道使用料改定の検討について 

・富士市公共下水道事業の現状と課題 

・経営改善に向けた取り組み 

・公共下水道事業会計収支予測と下水道使用料改定の検討 

・参考資料 

Ⅲ 下水道使用料体系（案）について 

配布資料（件目） 

【当日配布】 

・次第 

・富士市水道事業及び公共下水道事業経営審議会委員名簿 

・座席表 

・資料№４ 「いつまでも 安全・安心 富士市の水」の実現に向けて 

・資料№５ 下水道使用料体系案（税込） 

・富士市の水 

※第 1 回にて配布 

・資料№３ 水道料金改定の検討について 

・下水道使用料改定の検討について 

審議の状況 

第 1 回当経営審議会の質疑については、管路更新事業完了までに 80

年程度の更新サイクルとあるが、市民に対し、重要管路の早期更新や管

種の改良による耐用年数が延びる等、具体的に更新事業を説明して理解

を得るようにしてほしい等の意見があった。 

下水道料金改定の検討については、令和 9 年度以降の下水道管路整備

事業の実施箇所についての確認。下水道管路整備が完了した箇所では、

早期に下水道へ接続してもらうような補助金等の対策が必要ではない

か。下水道認可区域の再度確認の意見があった。 

下水道使用料体系（案）については、0 ㎥から 10 ㎥までの各使用水量

の割合。下水道使用料の改定は、基本水量制を廃止して、従量制の組み

替えだけで協議する理由を教えてほしい等の意見があった。 

審議の結果 

下水道使用料改定及び使用料体系の検討については、当面の事業費の

確保が可能であるため、市民生活への負担を考慮して、下水道使用料改

定は行わないで、現状のままとする。 

また、使用料体系は、事務局案のとおり基本水量制を廃止し、従量料

金を１㎥以上に変更した新たな単価とすることで、委員のご理解を得ら

れ審議は終了。 

備考  

 


